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総務部人事室給与労務課 

 

議案第９５号  

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び宝塚市職員の育児休業等に関する条例の一 

部を改正する条例の制定について 

 

 

 

 

              （単位：人） 

  
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

出産補助休暇 

対象者 67 66 80 62 68 

取得者 23 53 71 39 45 

取得割合 34.3% 80.3% 88.8% 62.9% 66.2% 

育児参加休暇 

対象者 67 66 80 62 68 

取得者 12 31 36 32 47 

取得割合 17.9% 47.0% 45.0% 51.6% 69.1% 

育児休業 

男 

対象者 67 66 80 62 68 

取得者 1 4 9 10 18 

取得割合 1.5% 6.1% 11.3% 16.1% 26.5% 

女 

対象者 33 40 47 34 52 

取得者 33 40 47 34 52 

取得割合 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

全体 

対象者 100 106 127 96 120 

取得者 34 44 56 44 70 

取得割合 34.0% 41.5% 44.1% 45.8% 58.3% 

 

 

※公営企業を含む。 

※会計年度任用職員を除く。 

 

資料２ 出産補助休暇、育児参加休暇及び育児休業の取得状況について 


